
 

 

航空機の脱炭素化に向けた新技術官民協議会 

実務者会合及び WG 及びコミッティタスクグループ 

規 約（案） 

 

（趣旨） 

第１条 航空分野の CO2 排出量削減に向けて、電動航空機や水素航空機等の新

技術を搭載した航空機の早期実用化が期待されているところ、世界に先駆け

て我が国の環境新技術の実用化を進めるためには、産学官が連携し、戦略的に

安全基準・国際標準の検討を進めることが重要である。 

日本企業が持つ優れた環境新技術の社会実装、及び日本のプレゼンス・シェ

アの向上も見据え、国際民間航空機関（ICAO）、欧米航空当局（FAA、EASA）、

国際標準化団体（主に SAE、ASTM、RTCA、EUROCAE 等）において、日本企業が

不利にならない形で、技術に応じて主導的に、当該技術に関連する安全基準・

国際標準を策定することを目標として、「航空機の脱炭素化に向けた新技術官

民協議会」（以下「官民協議会」という。）を設立した。第 1 回官民協議会で決

定のとおり、官民協議会の下に実務者会合及びワーキンググループ（以下「WG」

という。）及びコミッティタスクグループを立ち上げる置く。 

 

（組織） 

第２条 官民協議会の下に実務者会合を設立する。また、実務者会合の下に、技

術分野等に応じた WG を設立する。また、WG の下に、WG の戦略等に応じたコ

ミッティタスクグループを設立する。なお、WG 及びコミッティタスクグルー

プは必要に応じて、追加・統合・廃止をする。 

 

２ 実務者会合は、各 WG の横串・共通課題の検討、技術開発動向の共有、技

術実証等を行いやすい環境整備の検討、WG のとりまとめ等を実施する場とす

る。各 WG は、実務者会合官民協議会から委託された検討テーマを検討すると

共に、必要に応じて、他の WG への情報提供や協力を行う。各コミッティタス

クグループは、WG で合意された検討テーマを検討し、適宜 WG に進捗を報告す

る。 

 

（構成員） 

第３条 実務者会合及び WG は、官民協議会の構成員が、その関係者の中から、

具体的な検討にコミットする者として選任した構成員、及び、官民協議会のオ

ブザーバーが、その関係者の中から選任したオブザーバーで構成する。コミッ

ティタスクグループは、WG の構成員が、当該コミッティタスクグループが検

討対象とする国際標準化団体のコミッティ等に所属する者の中から、具体的

な検討にコミットする者として選任した構成員で構成する。 

資料３ 
青文字：実務者会合廃止に伴う改正 
紫文字：コミッティタスクグループに関する事項の追加 
赤文字：その他の改正 



 

 

２ 官民協議会の構成員及びオブザーバー並びに WG の構成員は、新たに選任

したい構成員又はオブザーバーを、第５条に規定する事務局に通知し、事務局

経由で官民協議会の座長の確認を受けるものとする。なお、人事異動等による

交代の場合は、交代があった旨、交代の前又は後に事務局に通知するものとす

る。 

 

３ 第５条に規定する事務局は、選任された構成員が検討にコミットする姿

勢が認められない場合等、必要があると認めるときは、選任された構成員又

はオブザーバーの交代を求めることができる。 

 

 

（実務者会合及び WG 及びコミッティタスクグループの取扱い） 

第４条 実務者会合は、構成員及びオブザーバー並びにこれらの者の関係者以

外の傍聴は不可とする。WG は、官民協議会の構成員及びオブザーバー並びに

実務者会合の構成員及びオブザーバー以外の傍聴は不可とする。コミッティ

タスクグループは、国際標準化団体のコミッティ等に所属する者限りの情報

を扱うことから、傍聴は不可とする。 

２ 実務者会合及びWG及びコミッティタスクグループの資料は、非公開とする。 

３ 実務者会合及び WG 及びコミッティタスクグループの内容については、非公

開する。 

 

（事務局） 

第５条 実務者会合及び WG の事務局は、国土交通省航空局安全部航空機安全課

及び経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課に置く。なお、電動化 WG の

事務局は国土交通省航空局安全部航空機安全課、経済産業省製造産業局航空

機武器宇宙産業課及び、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構航空技術部

門に置く。 

 

（守秘義務） 

第６条 構成員及びオブザーバー並びにこれらの者の関係者は、実務者会合及

びWG及びコミッティタスクグループを通じて知り得た秘密事項を漏らしては

ならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

（雑則） 

第７条 この規約に定めるもののほか、実務者会合及び WG 及びコミッティタス

クグループの運営に関し必要な事項については、実務者会合関連する WG で定

めるものとする。 

 



 

 

附 則 

１ この規約は、令和４年７月２６日から施行する。 

２ 令和８年３月１０日に改正し、同日から施行する。 


